
報告第７号 

 

専決処分の報告について 

 

 次のとおり地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の

規定により報告する。 

 

令和７年７月１１日 提出 

 

四條畷市長 銭 谷  翔  



専決第４号 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、次のとおり地方自治法第１８０条第 

１項の規定により専決処分する。 

 

    令和７年６月２６日 

 

四條畷市長  銭 谷  翔   

 

記 

 

１ 損 害 賠 償 の 額                  ４８１，５５０円 

２ 損害賠償の相手方             （住所） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

（氏名） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

３ 和 解 の 内 容            (1) 本件事故による損害賠償として上記の額を支払う。 

                         (2) 本件に関しては、今後、双方とも裁判上又は裁判外におい

て、一切異議、請求の申立てをしないことを約する。 

４ 損害賠償事件の内容   令和７年５月１９日午後５時３０分頃、田原台二丁目地先

の駐車場から道路に向け車を発進させたところ、車右後輪が

市管理のグレーチングに乗り上げた際に跳ね上がり、車体右

側後方を損傷した。 


